
○被疑者取調べ監督の運用について（一般通達）

（令和４年９月１日付け岩警務第89号、岩生安第78号、岩刑事第56号、岩交通第50号、岩

警備第43号）

岩 手 県 警 察 本 部 長

各 部 長

首 席 監 察 官

各 所 属 長

被疑者取調べの監督については、被疑者取調べ監督実施要領（平成21年２月23日付け岩

警務第３号、岩生安第４号、岩刑事第９号、岩交通第７号、岩警備第９号別添。以下「実

施要領」という。）、取調べ状況管理システム運用要綱（平成21年３月９日付け岩警務第

９号別添。以下「運用要綱」という。）等により運用しているところであるが、下記のと

おり、運用上の細目を定め、令和４年10月１日から施行することとしたので、誤りのない

ようにされたい。

なお、被疑者取調べ監督の運用について（令和３年２月８日付け岩警務第11号、岩生安

第11号、岩刑事第11号、岩交通第８号、岩警備第７号）は廃止する。

記

１ 取調べ監督官等の指名及び運用

(1) 取調べ監督官の指名

警察署の取調べ監督官には、原則として警務課長（副署長又は次長が警務課長を兼

務する警察署にあっては、副署長又は次長）を指名すること。

(2) 監督補助者の指名

警察署の監督補助者には、担当する被疑者取調べに係る犯罪捜査に従事してはなら

ないことを踏まえ、警務部警務課取調べ監督室（以下「監督室」という。）と協議の

上、警務課その他の課の警部補以上の警察官から、適任者を指名すること。

(3) 指名書の交付

取調べ監督官、監督補助者、巡察官及び取調べ調査官の指名は、指名書（様式第１

号）を交付して行うこととし、警察署長が指名し又は指名を解除した場合は、取調べ

監督官及び監督補助者の指名（解除）について（様式第２号）により、監督室へ報告

すること。

(4) 監督補助者の運用

当直責任者及び当直副責任者は、監督補助者として被疑者取調べ状況の確認を行う

こと。ただし、自己が担当する犯罪捜査に係る被疑者取調べにおいては、捜査指揮及

び管理の目的で取調べ状況の確認を行うこと。

２ 被疑者取調べ状況の確認

(1) 被疑者取調べ予定の把握

実施要領第９に定める被疑者取調べ予定の連絡は、原則として、取調べ担当者が、

取調べ状況管理システム（以下「管理システム」という。）を利用し、運用要綱第４

(1)に定める被疑者取調べ予定登録（以下「予定登録」という。）をすることにより

行うものとし、予定登録するいとまがなく取調べを開始するとき又は予定登録した取

調べを実際に開始するときは、口頭で連絡すること。



また、取調べ監督官は、管理システムを利用し、運用要綱第３(1)に定める取調べ

予定一覧表（様式第３号）を出力するとともに、連絡を受けた内容をもとに、被疑者

取調べ予定の把握に努めること。

(2) 被疑者取調べ状況の確認

ア 実施要領第９の２に定める「その他の方法」には、取調べ室の外部からの視認も

含まれるが、視認を行うに当たっては、不定期な実施に努めること。

なお、必要により視認を行った場合は、視認状況等を被疑者取調べ視認簿（様式

第４号）に記録すること。

また、取調べ担当者は、被疑者取調べ終了後、速やかに、管理システムを利用し、

運用要綱第４(2)に定める被疑者取調べ結果登録（以下「結果登録」という。）を

行うとともに、取調べ状況報告書の写しを取調べ監督官へ提出すること。ただし、

捜査部門において犯罪捜査に特段の支障が生ずると認める場合には、必ずしも被疑

者名や罪名等まで明らかにする必要はない。

イ 取調べ監督官は、上記による確認により、承認を受けていない深夜又は長時間に

及ぶ被疑者取調べを把握した場合は、捜査主任官に連絡するとともに、その旨管理

システムに入力すること。

(3) 取調べ確認結果の登録等

取調べ監督官は、事件指揮簿及び取調べ状況報告書並びに被疑者取調べ視認簿の内

容を確認の上、管理システムを利用し、運用要綱第４(3)に定める被疑者取調べ確認

結果登録（以下「確認結果登録」という。）を行うとともに、運用要綱第３(2)に定

める取調べ状況報告書作成一覧表（様式第５号）により、原則として、前日の取扱い

は翌日中に、閉庁日の取扱いは前日分を含め閉庁日の翌日中に、監督室を経由して報

告すること。

また、監督室は、管理システムを利用し、運用要綱第３(3)に定める取調べ監督業

務推進状況（様式第６号）を出力の上、被疑者取調べの実施及び監督状況を日報とし

て管理するものとする。

(4) 当直交替時における被疑者取調べ状況等の引継

取調べ監督官及び監督補助者は、当直交替時に、継続中である被疑者取調べの有無、

当直時間帯に予定されている被疑者取調べの有無及び当直時間帯に実施した被疑者取

調べの有無並びにその結果等について、口頭及び書面等により確実に引継ぎすること。

(5) 通知

実施要領第９の３に定める通知を行ったときは、当該通知に係る捜査主任官への通

知状況、通知処理結果等を被疑者取調べ視認簿の補足欄に簡記するとともに、管理シ

ステムを利用し、監督室を経由して報告すること。

(6) 事件主管所属と監督所属が異なる場合の措置

取調べ監督官は、他の警察署等で捜査中の事件に係る被疑者の取調べが、自署の取

調べ室で行われる場合、当該被疑者取調べにつき、予定登録及び口頭連絡により被疑

者取調べ予定を管理するほか、結果登録を受けて、確認結果登録を行うものとし、自

署で捜査中の事件に係る被疑者の取調べが、他県において実施された場合は、自署に

おける被疑者取調べに準じて、確認結果登録を行うものとする。ただし、他県の警察



署等で捜査中の事件に係る被疑者の取調べが、自署で行われた場合、これらの登録は

要しない。

３ 苦情の通知に当たっての留意事項

(1) 警察職員が、被疑者取調べに係る苦情の申出を受けたときは、岩手県警察苦情取扱

要綱（平成20年２月14日付け岩警務第４号別添。以下「苦情取扱要綱」という。）に

基づき、所定の手続を経て管理責任者（苦情取扱要綱第３の２に規定する管理責任者

をいう。以下同じ。）がその旨及び内容を把握すること。

(2) 管理責任者は、関係所属長に対し事実関係の確認を行うよう連絡すること。

(3) 関係所属長は、取調べ警察官からの聴取等により事実関係の確認を行うとともに、

管理責任者に対して、随時、報告をして、所要の指導等を受けること。

(4) 警察職員は、(1)と並行して、自所属の取調べ監督官に報告することとし、当該報

告を受けた取調べ監督官は、所属長に報告の上、監督室に対して苦情の申出を受けた

旨の通知を行うこと。

(5) 関係所属長は、(3)の結果を監督室を経由して報告するとともに、必要に応じて苦

情の対象となった行為が監督対象行為に該当すると考えられるか等について意見を付

すこと。

(6) (4)及び(5)を踏まえ、監督室において監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当

な理由があると認めるときは、調査を行うこと。この場合、(3)の確認結果を活用し

て差し支えない。

(7) 監督室は、必要に応じ、(6)の調査に係る調査結果を関係部署に送付すること。

(8) 苦情の申出者に対する通知は、苦情処理の所定の手続に従い、行うものであること。



様式第１号

指 名 書

（現官職） （氏 名）

に指名する

年 月 日



様式第２号

年 月 日

岩手県警察本部長 殿

警察署長

取調べ監督官及び監督補助者の指名（解除）について（報告）

みだしのことについて、下記のとおり指名（解除）したので報告する。

記

１ 取調べ監督官

職 名 階級 氏 名 指名・解除年月日 区 分

指名 解除

指名 解除

２ 監督補助者

職 名 階級 氏 名 指名・解除年月日 区 分

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

指名 解除

注 指名をした場合は、指名書の写しを添付すること。



様式第３号

取調べ予定一覧表

　　年　　月　　日

全県・○○警察署
№ 取調べ場所 備考

19

20

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

取調べ官罪名 被疑者

取調べ監督官等

～

～

取調時間

1

2

3



様式第４号

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

注１　該当する□にチェックを付すこと。
　２　監督対象行為等の確認結果が「あり」又は「疑いあり」の場合、次の区分に従い数字に○を付すこと。
　　　１…身体接触　２…有形力行使　３…不安・困惑言動　４…一定姿勢・動作要求　５…便宜供与
　　　６…尊厳を害する言動
  ３　承認のない深夜・長時間取調べを把握した場合の措置状況は、⑦補足欄に記載すること。

従事者に該当

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

従事者に該当

取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

従事者に該当

取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置

所属長 副署長等 取調べ監督官 起案者

被疑者取調べ視認簿
年　　月　　日

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

隊・警察署
取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置



様式第４号（続き用紙）

№

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

□あり
： ～ ： □疑いあり

□なし
①取調べ室内の様子 ③取調べ官の状態 ⑥被疑者の状態 ⑦補足欄

□穏やか □大声･口論 □椅子に着席 □立ち上がり □椅子に着席
□その他 □ＰＣ入力･書類等作成中 □書類等作成中

□その他 □その他

②立会補助者･立会人 ④水・湯茶 □あり □なし
□あり □なし ⑤その他の飲食物等 □なし

[ ] 　□あり（[ 　　 ]

□監督官
□監督補助者 □する
□当番長・副当番長  □しない

従事者に該当

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

従事者に該当

取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

従事者に該当

取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

従事者に該当

取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置

取 調 べ 室 □捜査主任官への通知

被疑者氏名等 取調べ官氏名等 視認者氏名等 当該犯罪捜査

取調べ場所 視認時刻 監督対象行為の有無 措置区分

第 号
□捜査主任官への措置要求

１ ２ ３ ４ ５ ６ □いとまがなく自ら中止措置



様式第5号

取調べ状況報告書作成一覧表

Ｎｏ
監督所属
事件主管

取調べ月日
合計時間

署名押印
調書通数

取調べ場所
その他

参考事項

5

4

3

2

1

視認状況 確認結果
罪名

被疑者
取調べ時間 休憩時間 取調べ官（階級・氏名） 事前承認



 様式第６号

次長

取調べ監督業務推進状況

   年   月   日分

総数

本部計 警察署計

機捜隊 交機隊 高速隊 その他 盛岡東 盛岡西 岩手 紫波 花巻 北上 奥州 一関 千厩 大船渡 遠野 釜石 宮古 岩泉 久慈 二戸

取調べ件数

監督視認あり

実視認率

監督視認なし

視認実施回数

のべ視認率

あ　り

疑い１

疑い２

疑い３

疑い４

疑い５

疑い６

な　し

長時間取調べ

深夜取調べ

なし

1（本部長）

2（本部長専決）

3（署長）

4（署長専決）

5（誘拐・逮捕監禁等）

6（被疑者が判明した事件）

7（追跡中の被疑者）

警察署

交番・駐在所

他機関施設等

他県

その他

取調べ回数

取調べ時間

強　制

任　意

成　人

少　年

男　性

女　性

日本人

外国人

課長 室長 室員

そ
の
他
参
考
事
項

身柄

年齢

性別

国籍

事
前
承
認

場
所

監
督
対
象
行
為

未承認の深夜・長時間取調べの疑い


